
●
対
象
機　
令
和
7
年
2
月
1
日
以
降
に
新
品

で
購
入
し
た
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
機
器

・
呼
出
音
が
鳴
る
前
に
通
話
内
容
を
録
音
す
る

旨
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
電
話
の
相
手
方
に

発
す
る
も
の

・
通
話
内
容
を
自
動
的
に
録
音
す
る
機
能
が
あ
る
も
の

・
町
内
の
住
居
に
設
置
す
る
も
の

●
補
助
額

　
特
殊
詐
欺
撃
退
電
話
機
等
の
購
入
費
用
で
国
・

県
な
ど
か
ら
交
付
さ
れ
た
補
助
金
等
の
額
を
控

除
し
た
額
の
2
分
の
1（
上
限
7
︐0
0
0
円

で
1
0
0
円
未
満
の
端
数
切
捨
て
）

●
申
請
期
限　
9
月
30
日
㈫
ま
で

※
申
請
方
法
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
危
機
対
策
課

生
活
安
全
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

高
森
山
公
園
·
県
民
の
森
付
近
の

お
花
見
期
間
の
交
通
規
制
に
つ
い
て

　
交
通
渋
滞
緩
和
の
た
め
、
次
の
期
間
の
土
・

日
曜
日
は
、
青
麻
神
社
方
面
へ
の
一
般
道
路
と

林
道
入
口
の
T
字
路
交
差
点
か
ら
青
少
年
の
森

入
口
ま
で
一
方
通
行
と
な
り
ま
す
。
規
制
時
の

対
象
区
間
に
は
、
交
通
指
導
員
を
配
置
し
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
期
　
間　
4
月
5
日
㈯
～
4
月
20
日
㈰
の
土
・

日
曜
日（
6
日
間
）

●
時
　
間　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

問　
仙
台
市
宮
城
野
区
公
園
課
総
務
係

　
　
☎
2
9
1-

2
1
1
1

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

春
の
交
通
安
全
町
民
総
ぐ
る
み
運
動

【
運
動
期
間
】　
4
月
6
日
㈰
～
15
日
㈫

●
運
動
重
点

①
子
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
が
安
全
に
通

普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

　
3
時
間
コ
ー
ス
で
、
受
講
者
に
は
修
了
証
を

交
付
し
ま
す
。

●
と
　
き

　
①
5
月
14
日
㈬
午
後
1
時
30
分
～

　
②
8
月
2
日
㈯
午
前
9
時
15
分
～

　
③
9
月
28
日
㈰
午
前
9
時
15
分
～

　
④
令
和
8
年
1
月
21
日
㈬
午
後
1
時
30
分
～

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
対
象
者　
町
内
に
居
住
お
よ
び
勤
務
さ
れ
て

い
る
16
歳
以
上
の
方（
各
日
定
員
30
人
）

●
受
付
期
限

　
①
5
月
8
日
㈭

　
②
7
月
25
日
㈮

　
③
9
月
19
日
㈮

　
④
令
和
8
年
1
月
15
日
㈭

●
受
講
料　
無
料

※
講
習
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
各
実
施
日

に
5
人
以
上
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に

実
施
し
ま
す
。
実
施
予
定
の
人
数
に
満
た
な

い
場
合
は
連
絡
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課
　
危
機
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-
2
1
7
4

特
殊
詐
欺
撃
退
電
話
機
等
の

設
置
費
を
支
援
し
ま
す

　

特
殊
詐
欺
等
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
止

し
、
町
民
の
財
産
を
守
る
た
め
、
特
殊
詐
欺
等

防
止
機
能
を
備
え
た
電
話
機
等
の
設
置
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
者　
町
内
在
住（
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
）で
、
申
請
日
時
点
で
65
歳
以
上
の
方

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

行
で
き
る
道
路
交
通
環
境
の
確
保
と
正
し
い

横
断
方
法
の
実
践

②
歩
行
者
優
先
意
識
の
徹
底
と
な
が
ら
運
転
等

の
根
絶
や
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
適
切
な
使
用
の
促
進

③
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
利
用

時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
と
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
の
徹
底

　
4
月
10
日
㈭
は「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指

す
日
」で
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
す
る
な
ど
、交
通
事
故
に
つ
い

て
考
え
行
動
し
、交
通
事
故
を
無
く
し
ま
し
ょ
う
。

問
　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

子
育
て
世
帯
応
援
米
支
給
事
業
に
つ
い
て

　
物
価
高
騰
に
よ
り
生
活
に
影
響
を
受
け
て
い

る
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
を
目
的
と
し
て
お
米

を
配
布
し
ま
す
。

●
と
　
き　
4
月
26
日
㈯

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
7
時

●
と
こ
ろ

　
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー「
リ
フ
ノ
ス
」

●
対
象
者

　
令
和
7
年
1
月
1
日
現
在
に
お
い
て
利
府
町

に
住
民
登
録
の
あ
る
未
就
学
児
童
の
方

●
配
布
物

　
未
就
学
児
1
人
あ
た
り　
宮
城
県
産
米
5
㎏

※
1
人
1
回
の
み
配
布

※
対
象
の
方
へ
は
、
別
途
通
知
を
送
付
し
ま

す
。
な
お
、
3
月
20
日（
木
・
祝
）に
引
換
を

さ
れ
た
方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

問
　
子
ど
も
支
援
課
　
子
ど
も
企
画
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
3

児
童
手
当 

第
3
子
以
降
の
多
子
加
算
に

係
る
額
改
定
手
続
に
つ
い
て

　
令
和
7
年
3
月
で
18
歳
年
齢
到
達
に
よ
り
、

声の広報
視覚に障がいのある方に対し、声で広報紙の内容を聞くことができる「声の広報」を、CDにて無料で貸し
出していますので、お気軽にお問い合わせください。　問  秘書政策課　秘書広報係　☎767-2112  

児
童
手
当
の
支
給
対
象
外
と
な
る
お
子
様
を

引
き
続
き
受
給
者
が
養
育
す
る
場
合
は
、
第
3

子
以
降
の
多
子
加
算
の
カ
ウ
ン
ト
対
象
と
な
り

ま
す
。

　
そ
の
お
子
様
を
含
め
、
3
人
以
上
お
子
様
を

養
育
し
て
い
る
場
合
は
、
額
改
定
認
定（
監
護

相
当
・
生
計
費
負
担
の
申
立
て
）に
係
る
書
類

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
3
人
以
上
お
子
様
を
養
育
し
て
い

る
方
で
、
令
和
7
年
3
月
に
短
大
等
を
卒
業
予

定
の
22
歳
未
満
の
お
子
様
が
い
る
場
合
も
状
況

に
応
じ
た
書
類
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
3
月
中
旬
に
通
知
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

●
提
出
期
限　
4
月
16
日
㈬
ま
で

※
期
限
厳
守

※「
監
護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に
つ
い
て
の
確
認

書
」を
既
に
提
出
済
み
の
方
で
、
状
況
が
変
更

に
な
っ
た
方
は
、
随
時
届
け
出
が
必
要
で
す
。

問
　
子
ど
も
支
援
課
　
子
ど
も
給
付
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
3

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
手
続
き
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
で
き
ま
す

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
可
能
な
手
続
き
】

·
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
脱
退
手
続（
新
し
い

保
険
に
加
入
し
た
こ
と
に
伴
う
国
保
脱
退
の

場
合
の
み
手
続
可
能
で
す
。
転
出
、
死
亡
等

の
場
合
は
役
場
窓
口
で
手
続
き
が
必
要
に
な

り
ま
す
）

·
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
手
続（
役
場
か
ら

「
高
額
療
養
費
の
お
知
ら
せ
」等
が
郵
便
で
届

い
た
方
の
み
手
続
可
能
で
す
）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
　
町
民
課
　
国
保
年
金
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0
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コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
住
民

票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
等
が
全
国
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
取
得
で
き
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
店
舗

　
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
な
ど

※
キ
オ
ス
ク
端
末（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
）設
置

店
舗
に
限
り
ま
す
。

●
取
得
で
き
る
証
明
書

　
住
民
票
の
写
し（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
住
民
票

コ
ー
ド
な
し
）、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍

証
明
書（
本
籍
が
本
町
の
方
）、
戸
籍
の
附
票

（
本
籍
が
本
町
の
方
）、
課
税（
所
得
）証
明
書

●
利
用
可
能
時
間

　
午
前
6
時
30
分
～
午
後
11
時

　
（
シ
ス
テ
ム
休
止
日
を
除
く
）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課
　
戸
籍
住
民
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

国
民
健
康
保
険

第
三
者
行
為
の
届
出
に
つ
い
て

　
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
や
飲
食
店
で
の
食

事
に
伴
う
食
中
毒
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
に

よ
っ
て
け
が
を
し
た
と
き
や
病
気
に
な
っ
た
場

合
、
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合「
第
三
者

行
為
に
よ
る
傷
病
届
」の
届
出
が
必
要
で
す
。

こ
の
届
出
は
、
加
害
者
と
の
示
談
を
済
ま
せ
る

前
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
届
出
に
必
要
な
も
の

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
等
一
式（
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内「
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」か

ら
出
力
可
能
）、
被
保
険
者
証
、
交
通
事
故
証

明
書
、
窓
口
に
来
庁
す
る
方
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
等
）

　
そ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
書
類
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
町
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0

国
民
年
金
は
年
度
ご
と
に
学
生
納
付

特
例
制
度
の
申
請
が
必
要
で
す

　
20
歳
を
過
ぎ
る
と
学
生
も
国
民
年
金
に
加
入

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
学
生
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納

付
特
例
制
度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
申
請
は
、
年
度
ご
と
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
令
和
7
年
度
の
申
請
を
忘
れ
ず
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
6
年
度
に
学
生
納
付
特
例
に
該

当
し
て
い
た
方
の
う
ち
、
令
和
7
年
度
も
引
き

続
き
同
じ
学
校
に
在
学
予
定
と
し
て
い
た
方
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
申
請
書（
ハ
ガ
キ
形

式
）が
送
付
さ
れ
ま
す
。
申
請
書
は
、
4
月
中

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度
が
承
認
さ
れ
る
と

　
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
、
10
年
の
間
に

後
払
い（
追
納
）が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
、
3
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る
と
き
は
、
経

過
期
間
に
応
じ
て
、
当
時
の
保
険
料
に
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
が

確
認
で
き
る
も
の
、
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）ま
た

は
在
学
証
明
書

※
保
護
者
の
方
が
手
続
き
を
す
る
場
合
は
、
窓

口
に
来
庁
す
る
方
の
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
等
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
　
町
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0

固
定
資
産
評
価
額
の
縦
覧
・
閲
覧
の
ご
案
内

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
町
内
に

所
有
す
る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
が
適
正
な

電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）

●日曜開庁日
 4月6日（日）、13日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続き、住民票等の諸証明発行、 子育て

（手当）関係、 国保加入脱退手続き、マイナンバーカードの
交付（要予約）、 納税相談、 水道開閉栓手続き、町内小中学
校転入転出手続き（4月6日（日）のみ） 

●夜間納税相談窓口
 4月30日（水） 午後8時まで
●今月の納期限

 4月30日（水）
・介護保険料（第1期）
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

 4月3日（木）・17日（木） 午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
、

次
の
期
間
中
、
町
内
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
が

記
載
さ
れ
た
縦
覧
帳
簿
を
無
料
で
縦
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
同
期
間
中
に
お
い
て
、
固
定
資
産
の
所

有
者
ま
た
は
借
地
・
借
家
人
の
方
は
、
そ
の
資
産

の
課
税
内
容
等
を
記
載
し
た
固
定
資
産
課
税
台

帳
を
無
料
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
期
　
間　
４
月
１
日
㈫
～
６
月
２
日
㈪

　
　
　
　
　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
　
　
　
　
午
前
9
時
～
午
後
4
時

●
と
こ
ろ　
税
務
課　
資
産
税
係（
④
番
窓
口
）

●
必
要
な
も
の

　
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）

※
閲
覧
の
場
合
は
、
併
せ
て
左
記
が
必
要
で

す
。

①
所
有
者
本
人
以
外
の
方
は
委
任
状

②
借
地
・
借
家
人
の
方
は
賃
貸
借
契
約
書
等

問
　
税
務
課
　
資
産
税
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
3
2
9

令
和
7
年
度
ふ
れ
あ
い
農
園
利
用
者
追
加
募
集

●
募
集
区
画
　
加
瀬
字
新
男
鹿
島

　
一
般
者
用
区
画　
6
区
画（
48
～
65
㎡
）

　
障
が
い
者
用
区
画　
4
区
画（
5
㎡
）

※
障
が
い
者
用
区
画
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
手

帳
所
有
の
方
が
優
先
と
な
り
ま
す
が
、
一
般

の
方
の
応
募
も
可
能
で
す
。

●
利
用
条
件

　
①
町
内
居
住
の
農
家
以
外
の
方

　
②
作
付
け
で
き
る
作
物
は『
一
般
野
菜
』と

　
　
『
草
花
』の
み

　
③
1
世
帯
あ
た
り
1
区
画

●
利
用
期
間　
11
か
月（
5
月
～
令
和
8
年
3
月
）

●
利
用
料
金　
年
間
1
㎡
当
た
り
1
0
0
円

※
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、
減
免

措
置
が
あ
り
ま
す
。

●
応
募
方
法

　
農
林
水
産
課（
⑥
番
窓
口
）備
え
付
け
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
農

園
利
用
申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う

え
、
窓
口
に
て
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間　
4
月
1
日
㈫
～
14
日
㈪

　
　
　
　
　
　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
抽
選
会　
町
で
抽
選
会
を
実
施
し
、
利
用
区

画
を
決
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
抽
選
結
果

に
つ
い
て
は
、
後
日
郵
送
に
て
通
知
し
ま
す
の

で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

問
　
農
林
水
産
課
　
農
林
水
産
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
1

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　
広
報
り
ふ
3
月
号
P

18
下
段「
2
0
2
5
年
プ
ロ

野
球
イ
ー
ス
タ
ン
・
リ
ー
グ
公
式
戦
日
程
」内
に
て
、

主
催
者（
㈱
楽
天
野
球
団
）よ
り
次
の
と
お
り
訂
正

の
情
報
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

正
　
事
前
申
込
に
は
発
券
手
数
料
1
6
5
円
⁄ 

　
　
　

 

1
枚（
税
込
）が
別
途
か
か
り
ま
す
。

　
誤
0
事
前
申
込
の
場
合
、発
行
手
数
料
1
1
0
円
⁄

　
　
　

  

1
枚（
税
込
）が
か
か
り
ま
す
。
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